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和  光  大  学  学  則 

 

             第 １ 章    総   則 

         第 １ 節  目的および使命 

第 １ 条    本学は教育基本法の精神に則り、学問・芸術の理論と応用とを研究・教授すると共

に、豊かな人間性の上に人文的、社会的教養と新時代の知見・技術とが調和し統一した人間の

育成をはかり、以て社会の発展と文化の進展に寄与することを目的とする。 

２．本学は、その教育研究水準の向上を図り、前項に掲げる目的および使命を達成するため、そ

の教育研究活動等の状況について自ら点検し、評価を行うとともに、改善に努める。 

３．学部毎の教育目的は、次のとおりとする。 

 ① 現代人間学部は、人間が現代社会で出会うさまざまな問題を多面的に捉え、心理･教育･社

会･身体･環境など現場の視点をふまえて積極的に解決する能力の育成をめざす。 

 ② 表現学部は、歴史的に展開してきたイメージと言語にかかわる文化現象を理解しつつ、そ

の多様な表象を現代の文化表現へと展開するための新たな知性・人材の育成をめざす。 

 ③ 経済経営学部は、経済・経営現象の総合的分析と解明を通じて、時代の実践的要請に応え

るべく、地域に根ざした視点を持ち且つ国際性豊かな人材の育成をめざす。  

第 １ 条の２ 本学の位置は、次のとおりとする。 

       東京都町田市金井ヶ丘五丁目１番１号 

 

         第 ２ 節  大学の構成  

 （学部・学科）  

第 ２ 条  本学につぎの学部および学科を置く。  

   現代人間学部  

     心 理 教 育 学 科         

     人 間 科 学 科 

   表 現 学 部   

       総 合 文 化 学 科           

          芸  術  学  科          

     経済経営学部  

        経  済  学  科          

       経 営 学 科 

２．削除 
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３．現代人間学部心理教育学科に、心理学専修および子ども教育専修を設ける。 

（大  学  院） 

第 ３ 条  本学に大学院を置く。 

２．大学院の学則は、別にこれを定める。 

 （図書・情報館） 

第 ４ 条  本学に図書・情報館を置く。 

２．図書・情報館の運営に関する規則は、別にこれを定める。 

第 ４ 条の２  削除 

第 ４ 条の３  削除 

第 ５ 条  削除 

第 ６ 条  削除 

第 ７ 条  削除 

（事 務 局） 

第 ８ 条  本学に事務局を置く。 

２．事務局の組織及び事務分掌は、別にこれを定める。 

 

       第 ３ 節   職 員 組 織 

 （職   員） 

第 ９ 条  本学に次の職員を置く。 

   学     長 

      副  学  長 

   教     授 

      准 教 授            

      講     師 

   助    教 

      助     手 

      事 務 職 員       

      技 術 職 員       

２．専任職員の職務に関する規則は別にこれを定める。 

  （学   長） 

第１０条  学長は本学の学務を掌り、所属職員を統督する。 

２．学長の選任方法に関する規則ならびに学長業務の事務補佐機関に関する規則は、別にこれを
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定める。 

 （副 学 長） 

第１１条  副学長は、学長が行う業務を補佐し、学長の委任する職務を代理又は代行する。 

２．副学長の選任方法に関する規則は、別にこれを定める。 

  （学 部 長） 

第１２条  各学部に学部長を置き、教授をもってこれに充てる。学部長は学長を補佐しその学

部の学務を掌る。 

２．学部長の選任方法に関する規則ならびに学部長業務の事務補佐機関に関する規則は別にこれ

を定める。 

 （学 科 長） 

第１３条  各学科に学科長を置き、教授または准教授をもってこれに充てる。学科長は学部長

を補佐しその学科の学務を掌る。 

２．学科長の選任方法に関する規則は、別にこれを定める。 

 （図書・情報館長） 

第１４条  図書・情報館に図書・情報館長を置き、教授をもってこれに充てる。図書・情報館

長は、図書・情報館の管理・運営を統轄する。 

２．図書・情報館長の選任方法に関する規則は、別にこれを定める。 

第１４条の２  削除 

 （教学支援ディレクター）   

第１５条  教学支援室に教学支援ディレクターを置き、教授または准教授をもってこれに充て

る。教学支援ディレクターは、教学支援室を掌理する。 

２．教学支援ディレクターの選任方法に関する規則は、別にこれを定める。 

 （学生支援ディレクター） 

第１６条  学生支援室に学生支援ディレクターを置き、教授または准教授をもってこれに充て

る。学生支援ディレクターは学生支援室を掌理する。 

２．学生支援ディレクターの選任方法に関する規則は、別にこれを定める。 

 （キャリア支援ディレクター） 

第１６条の２  キャリア支援室にキャリア支援ディレクターを置き、教授または准教授をもっ

てこれに充てる。キャリア支援ディレクターは、キャリア支援室を掌理する。 

２．キャリア支援ディレクターの選任方法に関する規則は、別にこれを定める。 

 （事 務 局 長     ）   

第１７条  事務局に事務局長を置く。事務局長は事務局の事務を統轄する。 
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２．事務局長の選任方法に関する規則は、別にこれを定める。 

 

         第 ４ 節   会    議 

 （教 授 会） 

第１８条  本学に次の教授会を置く。 

 ① 全学教授会 

 ② 学部教授会 

２．教授会は、教授をもって構成する。ただし、教授会の議を経て准教授・講師・助教・助手を

加えることができる。 

３．教授会は、学長が掌る次に掲げる事項について審議し、学長に意見を述べるものとする。 

① 教育および研究に関すること。 

② 入学試験に関すること。 

③  学生の入学・退学・卒業等の身分に関すること。 

④ 学生の厚生補導および賞罰に関すること。 

⑤ 規則および規程等の改廃に関すること。 

⑥ 前各号に定めるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが

必要なものとして学長が定めるもの。 

４．教授会は、前項に定めるもののほか、学長が掌る教育研究に関する事項について審議し、お

よび学長の求めに応じ、意見を述べることができる。 

５．教授会に関する規則は、別にこれを定める。 

 （学長室会議） 

第１９条  本学に学長室会議を置く。 

２．学長室会議に関する規則は別にこれを定める。 

第２０条  削 除 

 

          第 ５ 節  学生定員 

  （学生定員） 

第２１条  本学の学生定員は次のとおりとする。 

                    入学定員               収容定員 

    現代人間学部                      ２６０名                 １,０４０名 

        心 理 教 育 学 科                  １６０名                   ６４０名 

      人 間 科 学 科       １００名             ４００名 
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                     入学定員               収容定員 

    表 現 学 部                ２０３名              ８１２名 

        総 合 文 化 学 科                 １２３名                ４９２名 

         芸  術  学  科                        ８０名                  ３２０名 

                                        入学定員                  収容定員  

    経 済 経 営 学 部              ２６０名                 １,０４０名  

        経  済  学  科                  １３０名                  ５２０名  

        経 営 学 科         １３０名                  ５２０名  

 

２．現代人間学部心理教育学科に設置する心理学専修および子ども教育専修の学生定員は、

次のとおりとする。 

                     入学定員             収容定員 

     心 理 教 育 学 科 

      心 理 学 専 修          ６０名              ２４０名 

      子ども教育専修        １００名              ４００名 

      （子ども教育専修の入学定員に、指定保育士養成施設入学者６０名を含む） 

 

             第 ２ 章   学 部 通 則 

          第 １ 節   修業年限・学年・学期および休業日 

 （修業年限） 

第２２条  本学の修業年限は４年以上とする。在学期間は８年を超えることができない。 

２．第４１条に定める休学の期間は在学期間に算入しない。 

 （学  年） 

第２３条  学年は４月１日に始まり翌年３月３１日に終る。 

 （学  期） 

第２４条  学年を分けて次の２期とする。 

   前 期      ４月１日から９月３０日まで 

   後 期      １０月１日から翌年３月３１日まで 

 （休 業 日    ） 

第２５条  休業日は次のとおりとする。 

   日   曜   日 

   国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

   本学園 創立記念日      １１月１０日 

      春  期  休  業      ３月２１日から４月１０日まで 
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      夏   期   休   業   ７月１１日から８月３１日まで 

   冬   期   休   業      １２月２０日から翌年１月１０日まで 

 

         第 ２ 節   履修基準・教育課程および履修方法 

 （授業科目） 

第２６条  本学の授業科目は次のとおりとする。 

   共通教養科目 

   外国語科目       

   専 門 科 目       

 （履修基準） 

第２７条    各学部各学科の授業科目の履修基準は次のとおりとする。学生は在学中に履修基準

に定められた単位を修得しなければならない。 

２．授業は、講義、演習、実験、実習もしくは実技のいずれかによりまたはこれらの併用により

行うものとする。 

３．前項の授業は、文部科学大臣が別に定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、

当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができるものとする。 

４．履修基準に定められた単位のうち、大学を卒業または中途退学して新たに第１年次に入学し

た者の以前の大学において修得した単位は、３０単位を限度として換算認定できるものとする。

また、転・編入学した者の以前の大学において修得した単位の換算認定は、３０単位を超える

ことができるものとする。 

 （単位の計算方法） 

                  科  目 

 
 

学部・学科 

共通教養 

科    目 

外国語 

科  目 

専  門  科  目 

合  計 必修 

科目 

選択必修 

科    目 

自由選択 

科    目 

現代人間 

学    部 

心理教育学科 

心理学専修 

20 単位 

以上 

4 単位 

以上 
10単位 20単位以上 46単位以上 

124 単位 

心理教育学科 

子ども教育専修 

4 単位 

以上 
28単位 55単位以上 13単位以上 

現代社会学科 
4 単位 

以上 
22単位 22単位以上 32単位以上 

人間科学科 
4 単位 

以上 
10単位 20単位以上 46単位以上 

表現学部 

総合文化学科 
20 単位 

以上 

4単位 

以上 
10単位 24単位以上 42単位以上 

124 単位 

芸 術 学 科       
4単位 

以上 
10単位 16単位以上 50単位以上 

経済経営 

学    部 

経 済 学 科       
20 単位 

以上 

4 単位 

以上 
24単位 ― 36単位以上 

124 単位 

経 営 学 科 
4 単位 

以上 
10単位 20単位以上 34単位以上 
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第２８条  １単位の授業科目を４５時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準

とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して次

の基準により単位数を計算する。 

 ① 講義及び演習（外国語を含む）は、１５時間から３０時間までの範囲で履修規程に定める

時間数の授業をもって１単位とする。 

② 実験・実習及び実技は、３０時間から４５時間までの範囲で履修規程に定める時間数の授

業をもって１単位とする。 

 （１年間の授業時間） 

第２９条  １年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め、３５週にわたることを原則

とする。 

 （科目修了の認定） 

第３０条  科目履修の認定は原則として試験（論文・報告等を含む）、平常の成績および出欠

状況を総合して認定する。認定の評価区分は、秀・優・良・可・不可とする。 

２．転・編入学（転部・転科を含む）した者の以前の大学において修得した単位および大学を卒 

業または中途退学して、新たに第１年次に入学した者の既修得単位については、これが教育上

有益と判断される場合認めるものとする。 

３．在学中に、他の大学において修得した単位については、これが教育上有益と判断される場合、

４８単位を限度として認めるものとする。 

４．在学中に、外国の大学において修得した単位については、これが教育上有益と判断される場

合、３０単位を限度として認めるものとする。 

５．第３項第４項により修得したものとみなす単位数は、第２７条第２項により修得したものと

みなす単位数と合わせて６０単位を超えないものとする。 

６．科目修了の認定、第２項第３項第４項に定める者の既修得単位の認定および定期試験につい

ての細則は別にこれを定める。 

 （教育課程） 

第３１条  各学部各学科の教育課程および各授業科目ごとの単位数は、別にこれを定める。 

２．教育職員免許状、学校図書館司書教諭、図書館司書、社会教育主事、博物館学芸員及び保育

士の資格を取得する場合の教育課程および各授業科目ごとの単位数は、別にこれを定める。 

３．本学の各学部各学科において取得できる教育職員普通免許状は次のとおりとする。 

      現代人間学部心理教育学科   

     幼稚園１種 

     小学校１種 
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現代人間学部現代社会学科 

     中学校１種（社  会） 

          高等学校１種（地理歴史） 

     高等学校１種（公  民） 

   現代人間学部人間科学科 

     中学校１種（保健体育） 

     高等学校１種（保健体育） 

   現代人間学部身体環境共生学科 

     中学校１種（保健体育） 

     高等学校１種（保健体育） 

   表現学部  総合文化学科 

     中学校１種（国  語） 

     中学校１種（英  語） 

     高等学校１種（国  語） 

     高等学校１種（英  語） 

     高等学校１種（中 国 語） 

     表現学部 芸術学科 

     中学校１種（美  術） 

     高等学校１種（美  術） 

   経済経営学部 経済学科 

     中学校１種（社  会） 

         高等学校１種（地理歴史） 

          高等学校１種（公  民） 

経済経営学部 経営学科 

     高等学校１種（商  業） 

     高等学校１種（情  報） 

（履修方法） 

第３２条  授業科目の履修にあたっては、受講科目届を毎学年所定の期間内に所定の手続きを

経て届け出るものとする。 

２．他学部・学科の授業科目を選択履修しようとする者は、所定の手続きによって届け出るもの

とする。 

３．他の大学において取得する単位を本学の単位として認定を希望する者は、所定の手続きに
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よって願い出るものとする。 

４．外国の大学において取得する単位を本学の単位として認定を希望する者は、所定の手続きに

よって届け出るものとする。 

５．前各項の履修方法の細則は別にこれを定める。 

 

         第 ３ 節  入学、転・編入学、休学、転部・科、国外留学 

 （入学の時期） 

第３３条  入学の時期は毎学年の始めとする。 

 （入学の資格） 

第３４条  本学に入学することのできる者は、次の各号の１に該当する者とする。 

① 高等学校を卒業した者 

 ② 通常の課程による１２年の学校教育を修了した者または通常の課程以外によりこれに相当

する学校教育を受けた者 

③ 外国において学校教育における１２年の課程を修了した者、またはこれに準ずる者で文部

科学大臣の指定した者 

④ 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の

当該課程を修了した者 

⑤ 文部科学大臣の指定した者 

⑥ 高等学校卒業程度認定試験規則（平成17年文部科学省令第1号）により文部科学大臣の行

なう高等学校卒業程度認定試験に合格した者 

 ⑦ その他本学において相当の年齢に達し高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認

めた者 

 （入学の許可） 

第３５条  学長は、入学志願者について、選考の上、教授会の議を経て入学を許可する。 

（転・編入学） 

第３６条  次の各号の１に該当する者で、本学の第２学年以上に転入学または編入学を希望す

る者があるときは、欠員のある場合に限り、学長は、選考の上、教授会の議を経て入学を許可

することがある。 

① 大学を卒業した者または退学した者 

② 短期大学、高等専門学校、外国の大学および文部科学大臣の指定する教員養成所を卒業し

た者 

③ 専修学校の専門課程および高等学校の専攻科の課程のうち、文部科学大臣が定める基準を
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満たすものを修了した者 

④ 学校教育法施行規則附則第７条に定める従前の規定による高等学校、専門学校または、教

員養成諸学校等の課程を修了し、または卒業した者 

２．前項の規定により入学を許可された者の既に取得した単位数の取扱いならびに在学すべき年

数については、教授会の議を経て学長が決定する。 

 （退  学・転  学） 

第３７条  退学又は他の学校に転学を希望する者は、その理由を明記し、保証人連署の上学長

に願い出て許可を受けなければならない。 

 （再 入 学） 

第３８条  退学者または除籍者が再入学または復籍を願い出た場合は、学長は、教授会の議を

経て在学時の学部学科に該当する学部学科への再入学を許可することがある。 

（諭旨退学） 

第３９条  学生が次の各号に該当するときは、学長は、教授会の議を経て退学させることがで

きる。 

① 正当な理由がなく出席が常でない者 

 ② 病気その他の理由によって成業の見込みがないと認められた者 

（除  籍） 

第４０条  学生が次の各号に該当するときは、学長は教授会の議を経て除籍することができる。 

① 指定された期日までに授業料を納入しない者 

② 第２２条に定める在学年限を超えた者 

③ 第４１条に定める休学期間を超えてなお復学できない者 

 （休  学） 

第４１条  病気その他の理由により引き続き３か月以上修学することができないときは理由を

明記し保証人連署の上学長に願い出てその許可を得て休学することができる。 

２．休学期間は当該年度内とする。ただし、事情により引き続き休学することができる。 

３．休学は通算して４年を超えることはできない。 

 （復  学） 

第４２条  病気その他の理由により休学している者がその理由が止んだときは、学長の許可を

得て復学することができる。 

 （転  部） 

第４３条  転部を願い出た者については、教授会の議を経て、選考の上学長が許可することが

ある。 
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 （転  科） 

第４４条  同一学部内の転科を願い出た者については、教授会の議を経て、選考の上学長が許

可することがある。 

２．同一学科内の専修の変更を希望する者については、本条第１項の規定を準用する。 

 

 （国外留学） 

第４５条  国外留学を願い出た者については、教授会の議を経て学長がこれを許可することが

できる。 

２．第１項に定める国外留学期間は、休学としない。 

 

         第 ４ 節  卒業および学位 

 （卒  業） 

第４６条  大学に４年以上在学し履修基準に定められた単位を修得した者には、教授会の議を

経て、学長が卒業証書・学位記を授与する。 

２．卒業の時期は、各学期の終わりとする。 

 （学  位） 

第４７条  大学を卒業した者には、次の区分によって学士の学位を授与する。 

現代人間学部        学士（人間関係学） 

   表 現 学 部              学士（表現学）  

経済経営学部       学士（経済学）  

 

         第 ５ 節  入学検定料・入学金および授業料その他 

 （入学検定料） 

第４８条  入学、転部、転科、転入学、編入学の試験・選考を受けようとする者は、入学検定

料を納めなければならない。 

２．入学検定料の額は、別表Ⅶの１のとおりとする。 

 （入 学 金） 

第４９条  入学を許可された者は、入学金を納めなければならない。 

２．入学金の額は、別表Ⅶの２のとおりとする。 

 （施設設備資金） 

第５０条  入学を許可された者は、施設設備資金を納めなければならない。 

２．施設設備資金の額は、別表Ⅶの３のとおりとする。 
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 （授業料その他の学生納付金） 

第５１条  入学を許可された者は、在学中毎学年度指定された期日までに授業料その他の学生

納付金を納めなければならない。 

２．授業料その他の学生納付金の額は、別表Ⅶの４および５のとおりとする。 

３．教育職員免許状等の資格を取得する教育課程に関する費用の額は、別表Ⅸのとおりとする。 

（延納） 

第５２条  授業料・施設設備資金・実験実習費（表現学部芸術学科学生のみ）・在籍料の延納

を願い出た者については、審査の上許可することがある。 

（休学の授業料等） 

第５３条  休学中の授業料は免除し、在籍料を納入するものとする。在籍料の額は、別表Ⅶの

７のとおりとする。 

２．休学中の施設設備資金および実験実習費（表現学部芸術学科学生のみ）は免除する。 

（納付金の返還） 

第５４条  一旦納入した学生納付金等は一切返還しない。ただし、第５０条、第５１条に定め

る納付金については、一旦納入後に入学を辞退し、納入者から納入した年度の末日までに返還

の請求が行われたときに限り、審査の上これを返還する。 

 （授業料の免除） 

第５５条  特別事情のある者については本人の願い出により、審査の上、その授業料の全額ま

たはその一部を免除することがある。 

２．授業料の免除に関する規則は別にこれを定める。 

３．大学等における修学の支援に関する法律に基づく授業料等減免対象者の授業料等減免に関す

る規則は別に定める。 

 

     第 ６ 節  研究生、科目等履修生、特別聴講学生、委託生、外国人留学生 

 （研 究 生） 

第５６条  本学を卒業した者、またはこれと同等以上の学力があると認められた者が本学にお

いて特定研究を希望する場合には、本学の研究および教授に支障のない限り選考の上研究生た

ることを許可することがある。 

２．研究生の学費は、別表Ⅷの１のとおりとする。 

 （科目等履修生） 

第５７条  第３４条に定める入学資格をもっている者で、本学の授業科目のうち、１または数

科目の単位を修得するために履修を希望する者があるときは、本学の研究および教授に支障の
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ない限り選考の上科目等履修生たることを許可することがある。また、教育職員免許状、学校

図書館司書教諭、図書館司書、社会教育主事、博物館学芸員及び保育士の資格を得る目的で当

該科目の単位を修得するために履修を希望する者、および本学に設置する学科が設ける履修プ

ログラム並びに学科が推奨する公的資格に関する基礎資格を得る目的で当該科目の単位を修得

するために履修を希望する者に係る入学資格については、別に定める。 

２．科目等履修生がその履修した科目について試験その他により合格したときは、単位を与える。 

３．科目等履修生の履修料は、別表Ⅷの２のとおりとする。 

 （特別聴講学生） 

第５８条  他の大学に在籍する者が、本学の授業科目の聴講を希望するときは、当該大学と協

議または協定の上、本学の研究および教授に支障のない限り、これを特別聴講学生として許可

することがある。 

２．特別聴講学生の単位の認定は４８単位を限度として認めるものとする。 

３．特別聴講学生の聴講料は別表Ⅷの３のとおりとする。  

 （委 託 生） 

第５９条  特定の機関または団体等から１学期以上にわたって所属職員を本学に委託する願い

出があった場合には、本学の研究および教授に支障のない限り選考の上委託生たることを許可

することがある。 

２．委託生の委託教授料は、別表Ⅷの４のとおりとする。 

 （外国人留学生） 

第６０条  本学に入学または転入学を希望する外国人があるときは、日本人学生に準じて、選

考の上これを許可することがある。ただし、学修に支障がない程度の日本語の素養を有する者

とする。 

 （研究生等の規則） 

第６１条  研究生、科目等履修生、特別聴講学生、委託生、外国人留学生に関する規則は別に

これを定める。 

 

         第 ７ 節  賞   罰 

 （表  彰） 

第６２条  学生が学業その他の活動において優れた成績を挙げたときは、学長は教授会の議を

経てこれを表彰することがある。 

 （懲  戒） 

第６３条  次の各号のいずれかに該当するものは、教授会の議を経て学長がこれを懲戒する。 
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 ① 本学の秩序を乱した者 

 ② 学生の本分に反した行為のあった者 

 （懲戒の種類） 

第６４条  懲戒は戒告、停学、退学とする。 

       

   第 ８ 節  公 開 講 座 

 （公開講座） 

第６５条    本学の社会人の教養と文化の向上に資するために公開講座を開催することがある。 

 

         第 ９ 節  寄宿舎および厚生・保健施設 

 （寄 宿 舎） 

第６６条  本学に寄宿舎を置く。 

２．寄宿舎運営に関する規則は別にこれを定める。 

 （厚生・保健施設） 

第６７条  本学に厚生・保健施設を置く。 

２．厚生・保健施設運営に関する規則は別にこれを定める。 

 

         第１０節  奨 学 制 度 

 （奨学制度） 

第６８条  本学に次の奨学制度を置く。奨学の方法は学資の補助とする。 

 ① 和光大学奨学制度 

 ② 和光大学学生研究助成金制度 

２．奨学制度運営に関する規則は別にこれを定める。 

 

         第１１節  雑    則 

 （改  正） 

第６９条  この学則の改正は、第４８条、第４９条、第５０条、第５１条、第５６条第２項、

第５７条第３項、第５８条第３項および第５９条第２項を除き教授会の議を経て、学長がこれ

を行う。 

 

      付 則 

        この学則は昭和４１年４月１日から施行する。 
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      付 則 

        この学則は昭和４２年４月１日から施行する。 

      付 則 

        この学則は昭和４２年６月１５日から施行する。 

      付 則 

        この学則は昭和４５年４月１日から施行する。 

      付 則 

        この学則は昭和４８年４月１日から施行する。 

      付 則 

        この学則は昭和４９年４月１日から施行する。 

      付 則 

        この学則は昭和５０年１月１日から施行する。 

      付 則 

        この学則は昭和５１年１月１日から施行する。 

      付 則 

        この学則は昭和５２年４月１日から施行する。 

      付 則 

        この学則は昭和５３年４月１日から施行する。 

      付 則 

        この学則は昭和５４年４月１日から施行する。 

      付 則 

        この学則は昭和５４年１０月１日から施行する。 

      付 則 

        この学則は昭和５５年４月１日から施行する。   

      付 則 

        この学則は昭和５５年５月１日から施行する。 

  付 則 

        この学則は昭和５６年１月１日から施行する。 

      付 則 

        この学則は昭和５６年４月１日から施行する。 

      付 則 

        この学則は昭和５６年１１月１日から施行する。 



-51:16- 

 

      付 則 

        この学則は昭和５７年４月１日から施行する。 

      付 則 

        この学則は昭和６１年４月１日から施行する。 

      付 則 

        この学則は昭和６１年１１月１日から施行する。 

       ただし、別表Ⅷ第２号の改正規定については昭和６２年４月１日から施行する。  

      付 則 

        この学則は昭和６２年４月１日から施行する。 

      付 則 

        この学則は昭和６３年４月１日から施行する。 

        ただし、学則第２０条の規定にかかわらず、昭和６３年４月１日から昭和６６年３月 

      ３１日までの間、人文学部文学科および同芸術学科の総定員は次のとおりとする。 

年  度 文 学 科 芸 術 学 科 

昭和６３年度 ４６０ ２６０ 

昭和６４年度 ４４０ ２８０ 

昭和６５年度 ４２０ ３００ 

     付 則 

        この学則は昭和６４年４月１日から施行する。 

    ただし、学則第２０条の規定にかかわらず、昭和６４年４月１日から昭和６７年３月 

   ３１日までの間、経済学部経済学科および同経営学科の総定員は次のとおりとする。 

年  度 経 済 学 科 経 営 学 科 

昭和６４年度 １，０５０ １５０ 

昭和６５年度     ９００ ３００ 

昭和６６年度     ７５０ ４５０ 

   付 則 

        この学則は平成元年４月１日から施行する。 

      付 則 

        この学則は平成元年７月１日から施行する。 

      付 則 

        この学則は平成２年４月１日から施行する。 

      付 則 

        この学則は平成３年４月１日から施行する。 

       ただし、学則第２０条の規定にかかわらず、平成３年度から、平成１１年度までの間の 
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      入学定員を次のとおりとする。 

          人文学部          ３９０名 

           人間関係学科              １６０名 

            心理学専攻               ６０名 

            社会学専攻               ４０名 

            教育学専攻               ６０名 

           文 学 科                    １３０名 

           芸 術 学 科                    １００名 

          経済学部                ３９０名 

           経 済 学 科                    １９５名 

           経 営 学 科                    １９５名 

      付 則 

       この学則は平成３年１０月１４日から施行し、平成３年９月３０日から適用する。 

      付 則 

       この学則は平成４年４月１日から施行する。 

      付 則 

       この学則は平成５年４月１日から施行する。 

      付 則 

       この学則は平成６年４月１日から施行する。 

   付 則 

１．この学則は平成７年４月１日から施行する。 

ただし、第２条の規定にかかわらず、人文学部人間関係学科の学生が在学する間は､    

同学部同学科を設置し、第２６条に定める履修基準は従前のとおりとする。また、学則

第２０条の規定にかかわらず、平成７年度から平成１１年度までの間の人間関係学部の

入学定員は１６０名（人間関係学科８０名、人間発達学科８０名）とする。 

２．入学検定料は、平成７年度入学志願者から適用する。 

付 則 

  この学則は平成８年４月１日から施行する。 

付 則 

  この学則は平成９年４月１日から施行する。 

付 則 

  この学則は平成９年１２月１日から施行する。 

付 則 

  この学則は平成１０年４月１日から施行する。 

付 則 
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  この学則は平成１１年４月１日から施行する。 

付 則 

１．この学則は平成１２年４月１日から施行する。 

ただし、学則第２条の規定にかかわらず、人文学部文学科及び芸術学科の学生が在籍

する間は、同学部同学科を設置し、学則第２６条に定める履修基準は従前のとおりと

する。学則第４６条の規定にかかわらず、人文学部を卒業した者には学士（人文学）

の学位を授与する。 

２．学則第２０条の規定にかかわらず、平成１２年度から平成１６年度までの間の入学定

員は次のとおりとする。 

年 度 
人間関係学部 経済学部 

人間関係学科 人間発達学科 経済学科 経営学科 

平成１２年度 ７８ ７８ １９１ １９０ 

平成１３年度 ７６ ７６ １８６ １８６ 

平成１４年度 ７４ ７４ １８１ １８２ 

平成１５年度 ７２ ７２ １７７ １７７ 

平成１６年度 ７０ ７０ １７３ １７２ 

付 則 

  この学則は平成１３年４月１日から施行する。 

付 則 

  この学則は平成１４年４月１日から施行する。 

付 則 

  この学則は平成１５年２月１５日から施行する。 

付 則 

  この学則は平成１５年４月１日から施行する。 

ただし、平成１５年４月１日以降の入学定員については学則第２１条の規定のとおりと

する。 

   付 則 

    この学則は平成１６年４月１日から施行する。 

ただし、学則第２条の規定にかかわらず、経済学部経済学科、経営学科の学生が在学す

る間は、同学部同学科を設置する。 

   付 則 

    この学則は平成１７年４月１日から施行する。 

   付 則 

この学則は平成１７年 7月１日から施行する。 
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   付 則 

    この学則は平成１８年４月１日から施行する。 

    ただし、学則第２７条に定める履修基準は平成１８年度以降の入学者から適用する。 

   付 則 

        この学則は平成１９年４月１日から施行する。 

 ただし、学則第２条の規定にかかわらず、人間関係学部人間関係学科及び人間発達学科

並びに表現学部文学科、表現文化学科、芸術学科及びイメージ文化学科の学生が在籍する

間は、同学部同学科を設置し、学則第２７条に定める履修基準は従前のとおりとする。学

則第４７条の規定にかかわらず、人間関係学部を卒業した者には学士（人間関係学）の学

位を、表現学部を卒業した者には学士（表現学）の学位を授与する。 

 また、学則第２７条の規定にかかわらず、平成１８年度以前の入学者については従前の

とおりとする。 

   付 則 

    この学則は平成２０年４月１日から施行する。 

   付 則 

 この学則は平成２１年１月１日から施行する。 

   付 則 

    この学則は平成２１年４月１日から施行する。 

   付 則 

    この学則は平成２１年６月１日から施行する。 

   付 則 

    この学則は平成２２年４月１日から施行する。 

   付 則 

    この学則は平成２３年４月１日から施行する。 

ただし、学則第２１条の規定にかかわらず、平成２３年度から平成２５年度までの現代

人間学部心理教育学科の収容定員は次のとおりとする。 

 

 

 現代人間学部 心理教育学科 

平成２３年度 ６７５ ２７５ 

平成２４年度 ６９０ ２９０ 

平成２５年度 ７０５ ３０５ 

    また、学則第２７条の規程にかかわらず、平成２２年度以前の入学者については従前の
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とおりとする。 

   付 則 

    この学則は平成２４年４月１日から施行する。 

付 則 

この学則は平成２５年４月１日から施行する。 

ただし、学則第２条の規定にかかわらず、経済経営学部経営メディア学科の学生が在学

する間は、同学部同学科を設置する。 

併せて、学則第２７条の規定にかかわらず、平成２４年度以前の経済経営学部入学者に

ついては履修基準を次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

付 則 

この学則は平成２６年４月１日から施行する。 

付 則 

この学則は平成２６年６月１日から施行する。 

付 則 

    この学則は平成２７年４月１日から施行する。 

ただし、学則第２１条の規定にかかわらず、平成２７年度から平成２９年度までの現代

人間学部心理教育学科および表現学部総合文化学科の収容定員は次のとおりとする。 

 現代人間学部 心理教育学科 表現学部 総合文化学科 

平成２７年度 ７４３ ３４３ ９９９ ６５９ 

平成２８年度 ７６６ ３６６ ９７６ ６３６ 

平成２９年度 ７８９ ３８９ ９５３ ６１３ 

    また、学則第２７条の規定にかかわらず、平成２６年度以前の現代人間学部心理教育学

科入学者については履修基準を次のとおりとする。 

   付 則 

    この学則は平成２８年４月１日から施行する。 

科  目 
 

 

学部・学科 

共通教養 

科    目 

外国語 

科  目 

専  門  科  目 

合  計 必修 

科目 

選択必修 

科    目 

自由選択 

科    目 

経済経営 

学    部 

経 済 学 科       
24 単位 

以上 

4 単位 

以上 
12単位 28単位以上 32単位以上 

124 単位 

経営ﾒﾃﾞｨｱ学科  
4 単位 

以上 
16単位 28単位以上 28単位以上 

科  目  
 

 

学部・学科 

共通教養 

科    目 

外国語 

科  目 

専  門  科  目 

合  計 必修 

科目 

選択必修 

科    目 

自由選択 

科    目 

現代人間 

学    部 
心理教育学科 

24 単位 

以上 

4 単位 

以上 
10単位 

20単位 

以上 

46単位 

以上 
124 単位 
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ただし、学則第２１条の規定にかかわらず、平成２７年度から平成２９年度までの表現

学部総合文化学科ならびに芸術学科の収容定員は次のとおりとする。 

 表現学部 総合文化学科 芸術学科 

平成２８年度 ９５１ ６２１ ３３０ 

平成２９年度 ９０３ ５８３ ３２０ 

付 則 

この学則は、平成２９年４月１日から施行する。 

ただし、学則第２７条の規定にかかわらず、平成２８年度以前の経済経営学部入学者に

ついては履修基準を次のとおりとする。 

   付 則 

１．この学則は平成３０年４月１日から施行する。 

２．学則第２１条第１項の規定にかかわらず、平成３０年度から平成３２年度までの現

代人間学部・同学部心理教育学科、表現学部・同学部総合文化学科、経済経営学部・

同学部経済学科および同学部経営学科の収容定員は次のとおりとする。 

 
現代人間 

学部 

心理教育 

学科 

表現 

学部 

総合文化 

学科 

経済経営 

学部 

経済 

学科 

経営 

学科 

平成３０年度 ８６９ ４６９ ８６３ ５４３ １,１６０ ５８０ ５８０ 

平成３１年度 ９２６ ５２６ ８４６ ５２６ １,１２０ ５６０ ５６０ 

平成３２年度 ９８３ ５８３ ８２９ ５０９ １,０８０ ５４０ ５４０ 

３．学則第２１条第２項の規定にかかわらず、平成３０年度から平成３２年度までの現

代人間学部心理教育学科心理学専修および子ども教育専修の収容定員は次のとおりと

する。 

 

 

 心理学専修 子ども教育専修 

平成３０年度 １８９ ２８０ 

平成３１年度 ２０６ ３２０ 

平成３２年度 ２２３ ３６０ 

４．学則第２７条の規定にかかわらず、平成２９年度以前の現代人間学部及び表現学部

入学者については履修基準を次のとおりとする。 

 

科  目 
 

 

学部・学科 

共通教養 

科    目 

外国語 

科  目 

専  門  科  目 

合  計 必修 

科目 

選択必修 

科    目 

自由選択 

科    目 

経済経営 

学    部 

経 済 学 科       24 単位 

以上 

4 単位 

以上 
12単位 14単位以上 

 

36単位以上 

 

124 単位 
経 営 学 科 
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付 則 

この学則は平成３１年４月１日から施行する。 

ただし、学則第２条の規定にかかわらず、現代人間学部身体環境共生学科の学生が在学 

する間は、同学部同学科を設置する。 

併せて、学則第２７条の規定にかかわらず、平成３０年度以前の現代人間学部入学者に 

ついては履修基準を次のとおりとする。 

 

付 則 

この学則は令和元年８月２０日から施行し、令和元年６月７日から適用する。 

   付 則 

     この学則は令和２年４月１日から施行する。 

   付 則 

     この学則は令和２年７月２５日から施行する。 

付 則 

   １．この学則は令和３年４月１日から施行する。 

                  科  目 
 

 

学部・学科 

共通教養 

科    目 

外国語 

科  目 

専  門  科  目 

合  計 必修 

科目 

選択必修 

科    目 

自由選択 

科    目 

現代人間 

学    部 

心理教育学科 

心理学専修 

24 単位 

以上 

4 単位 

以上 
10単位 20単位以上 46単位以上 

124 単位 

心理教育学科 

子ども教育専修 

4 単位 

以上 
28単位 55単位以上 13単位以上 

現代社会学科 
4 単位 

以上 
22単位 22単位以上 32単位以上 

身体環境共生学科 
4 単位 

以上 
10単位 20単位以上 46単位以上 

表現学部 

総合文化学科 
24 単位 

以上 

4単位 

以上 
10単位 24単位以上 42単位以上 

124 単位 

芸 術 学 科       
4単位 

以上 
10単位 16単位以上 50単位以上 

                  科  目 

 
 

学部・学科 

共通教養 

科    目 

外国語 

科  目 

専  門  科  目 

合  計 必修 

科目 

選択必修 

科    目 

自由選択 

科    目 

現代人間 

学    部 

心理教育学科 

心理学専修 

20 単位 

以上 

4 単位 

以上 
10単位 20単位以上 46単位以上 

124 単位 

心理教育学科 

子ども教育専修 

4 単位 

以上 
28単位 55単位以上 13単位以上 

現代社会学科 
4 単位 

以上 
22単位 22単位以上 32単位以上 

身体環境共生学科 
4 単位 

以上 
10単位 20単位以上 46単位以上 



-51:23- 

 

   ２．学則第２条の規定にかかわらず、現代人間学部現代社会学科の学生が在籍する間は、

同学部同学科を設置し、学則第２７条に定める履修基準は従前のとおりとする。 

   ３．学則第２１条の規定にかかわらず、令和３年度から令和５年度までの現代人間学部現

代社会学科および同学部人間科学科の収容定員は次のとおりとする。 

 現代社会学科 人間科学科 

令和３年度 １５０ ２５０ 

令和４年度 １００ ３００ 

令和５年度  ５０ ３５０ 

   ４．学則第４８条、第５０条及び第５１条の規定にかかわらず、再入学生を除く令和２年

度以前の入学者については、従前の通りとする。 

付 則 

        この学則は令和４年４月１日から施行する。 
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別表Ⅰ～Ⅵ  （削 除） 

 

別表Ⅶ  入学検定料、入学金、授業料その他の納付金の額 

 

番号 種  別 金    額 備           考 

１ 入 学 検 定 料        

35,000円  

転部、転科及び本学卒業生並びに卒業見込者の編入学の場合

は、半額とする。 

インターネットを利用して受験手続をした場合は、30,000 円と

する。 

一般入試において、入試区分ごとに２学科・専修・コースまで

受験する場合は、30,000 円、３学科・専修・コース以上受験す

る場合は、50,000円とする。 

12,000円 
大学入学共通テスト利用選抜の場合。 

２学科以上受験する場合は20,000円とする。 

２ 入   学  金 入学時 250,000円 
再入学および本学に在籍したことのある者の編入学の場合は半額

とする。 

３ 施設設備資金        年 額 150,000円  ただし、特待生の入学手続者は初年度のみ全額免除する。 

４ 授   業  料 年 額 900,000円  ただし、特待生の入学手続者は初年度のみ全額免除する。 

５ 

そ

の

他

の
学

生

納

付
金 

実験 

実習費 
年 額  50,000円  

表現学部芸術学科学生のみ。 

平成28年度以前の入学者は従前の定めによる。 

６ 実習費   50,000円  
現代人間学部心理教育学科心理学専修に在籍し、公認心理師取得プ

ログラム受講者に選抜された学生のみ。選抜時のみ納入とする。 

７ 在 籍 料 年 額 100,000円 半期休学の場合は 50,000円とする。 
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別表Ⅷ  研究生、科目等履修生、特別聴講学生、委託生の学費等の額 

番号 対    象 種    別 金 額 

１ 研 究 生 研究生学費 
年       額 300,000円 

 ただし、本学卒業生の場合は200,000円とする。 

２ 科目等履修生 科目等履修料 １     単     位 13,000円 

３ 聴 講 生 聴 講 料 
他の大学との協定に基づく特別聴講学生の聴講料は、 

協定に定めるところによるものとする。 

４ 委 託 生 委託教授料 

年            額 

(1)  委託教員１名につき 

(2)  (1)以外に、本学の開講科目を 

受講する場合、１科目ごとに 

 

20,000円 

 

10,000円 

備考 １. 研究生については、出願に際して入学検定料30,000円(本学卒業生は半額)を要する。  

    ２． 研究生学費について、当該年度の本学大学院秋セメスターに入学した者は、その半額を授業料

に振り替えることができる。 

３． 科目等履修生について、査証の在留期間を延長する予定の者の一般科目等履修基礎資格認定試

験料は 10,000円とする。 
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別表Ⅸ  教育職員免許状等の教育課程に関する額 

備考  平成３１年度以前の入学者は、従前の定めによる 

 

番号 種        別 金        額 備                  考 

１ 教職課程 

受講 

申請料 

幼稚園 

教員免許 
50,000円 

保育士養成課程と同時に申請する場

合は、30,000円とする。 

小学校 

教員免許 
50,000円 

幼稚園教員免許と同時に申請する場

合は、30,000円とする。 

中学校 

教員免許 

高等学校 

教員免許 

(1)最初の１教科について   

      30,000円 

(2)２教科目から各教科ごとに 

       15,000円 

中学校及び高等学校の同一教科の 

併修は１教科と見なす。 

なお、下記の組み合わせも１教科と

見なす。 

①｢社会｣+｢地理歴史｣+｢公民｣ 

②｢社会｣+｢地理歴史｣ 

③｢社会｣+｢公民｣ 

④｢地理歴史｣+｢公民｣ 

介護等体験費 15,000円 

①介護等体験に含まれる全ての費用と

する。 

②小学校教員免許又は中学校教員免許

取得希望者に、適用する｡ 

２ 

学校図書館司書教諭課程 

図書館司書課程 

社会教育主事課程 

博物館学芸員課程 

受講申請料 

(1)最初の１課程について 

15,000円 

(2)２課程目から各課程ごとに 

7,500円 

 

博物館学芸員課程 教材費 3,000円  

３ 保育士養成課程 
受講申請料 30,000円 心理教育学科子ども教育専修指定保

育士養成施設入学者のみ、適用す

る。 実験実習費 40,000円 


